平成30年３月30日に公布されたクリーニング業法施行規則の一部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第47号）により、クリーニング業法施行規則（昭和25年厚生省令第35号）が一部改正され、クリーニング師免許申請時の添付書類として、クリーニング師試験申込時から氏名及び本籍に変更がない申請者については、戸籍謄本等ではなく、本籍記載のある住民票の写しを提出することが可能になりました。
　これに伴い、下記のとおり高知県クリーニング業法施行細則（平成７年１月27日規則第２条）を一部改正します。

記
[bookmark: _GoBack]○高知県クリーニング業法施行細則第８条第12号に定める様式に、クリーニング業法施行規則の一部改正内容を反映する。


